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（内容不検査貨物に関する免責） 

第四十六条 当会社は、受寄物の内容を検査しないときには、その内容と証券の記載内容と
の不一致については、責任を負わない。この場合においては、受寄物の内容を検査しない
旨を証券面に表示する。 

（賠償額の算定） 

第四十七条 受寄物の滅失又は損傷による損害に対する当会社の賠償金額は、損害発生当時
の時価若しくは発生の時期又はそのいずれもが不明であるときは、発見当時の時価により
損害の程度に応じて算定する。ただし、時価が受寄物の火災保険金額又は寄託価額を超え
る場合は、その保険金額又は寄託価額により損害の程度に応じて算定する。 

２ 前項以外の損害に対する当会社の賠償金額は、当該受寄物に対する既発生料金の総額を
限度とする。 

（損害受寄物に関する権利の取得） 

第四十八条 当会社が、滅失又は損傷した受寄物について、寄託者が算定した滅失又は損傷
前におけるその受寄物の価額の全部を寄託者又は証券所持人に賠償したときは、当会社は、
寄託者又は証券所持人がその受寄物について有する一切の権利を取得する。 

２  当会社は、前項に基づいて権利を取得した受寄物について、売却、廃棄その他の任意の
方法で処分することができる。 

３  寄託者は、前項の処分に関連して発生した費用について、当会社に対して請求すること
ができない。 

（引渡しによる責任の消滅） 

第四十九条 当会社は、寄託者（寄託者の代理人（受領に係るものに限る。）を含む。）又は証
券所持人が留保しないで寄託物を受け取った後は、保管料等の受領の有無にかかわらず、
その貨物の損害について責任を負わない。 

（寄託者の賠償責任） 

第五十条 寄託者は、第十条第四項の場合において、当会社に与えた損害又は寄託物の性質
若しくは欠陥により生じた損害については、過失の有無にかかわらず、賠償の責任を負わ
なければならない。 

（引取遅延による損害） 

第五十一条 寄託者が第十三条第二項により引き取るべき貨物の引取りが遅れたために当会
社が損害を受けたときは、寄託者は、その損害を賠償しなければならない。 

（違約金） 

第五十二条 当会社が寄託の申込みを承諾した後に、寄託申込者が約定の日に貨物を引き渡
さなかったときは、寄託者又は寄託申込者は、その日から引渡しのあった日まで又は予約
の解除の日までの保管料相当額の損害金を支払わなければならない。 

第九章 保管料、荷役料、手数料等 

（料金の支払い） 

第五十三条 寄託者又は証券所持人は、当会社が国土交通大臣に届け出た倉庫保管料及び倉
庫荷役料その他の営業に関する料金を当会社の定めた日又は第二十四条の保管期間満了の
日までに支払わなければならない。 


